
デイサービスセンターこいのぼり 運営規程 （総合事業） 

 

 （目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会（以下「本会」という｡ ）が開設し運 

営する、デイサービスセンターこいのぼり (以下「事業所」という｡ ) が行う介護予防・日常生活総合事

業（以下「総合事業」という｡ ）の適正な運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を

図ることを目的とする。 

 

 （運営方針） 

第２条 本事業所は、要支援者及び介護予防・日常生活支援サービス事業対象者（以下「要支援者等」と

いう。） に対し居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必

要な日常生活上の援助及び各種機能向上トレーニングを行い、利用者の社会的孤独感の解消及び心身機

能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、常に利用者及びその家族の立場に

立った「自立支援」と「目標指向型」のサービスの提供に努める。 

２ 利用者の人格を尊重し、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に総合事業計画を作成するこ

とにより、利用者の自立の可能性を引き出し、生活意欲を高めるよう適切なサービスを提供する。 

３ 利用者及びその家族に対し、サービス内容及び提供方法について、分かりやすく説明し、理解を 

 得た上で、適切な介護技術をもって、サービスを提供する。 

４ 常に提供したサービスの質の管理、評価を行い、総合事業者に対し、定期的に報告するとともに、利用

者本人及びその家族からの要望を把握し、透明性を確保しなければならない。 

５ 事業の実施にあたっては、地域包括支援センター、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービ 

ス及び本会の開設する他の事業との綿密な連携を図り、総合、かつ効率的なサービスの提供に努め 

るものとする。 

 

 （事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 （１） 名 称  デイサービスセンター こいのぼり 

（２） 所在地  高知県高岡郡四万十町昭和４７０番地６ 

 

 （職員及び設備等の基準） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりし、通所介護事業を兼務する。 

 （１） 管理者    １名 

     管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

 （２） 生活相談員  １名以上 

     生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供さ 

れるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等関係機関との連携において必 

要な役割を果たす。 

 （３） 看護職員   １名以上（兼務） 

     看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するととも 

に、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。 

（４） 介護職員   ２名以上（１８名以下の利用時） 

    介護職員は、総合事業の提供にあたり利用者の心身の状況等を把握し、利用者に対し適切な介助



を行う。 

 （５） 機能訓練指導員  １名（兼務） 

     機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要 

    な機能訓練を行う。 

２ 事業の提供に必要な設備及び整備は、介護予防通所介護事業と共用する。 

 

 （営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 （１） 営業日    

月曜日から土曜日（１月１日から１月３日までは、休業とする。） 

（２） 営業時間 

  営業時間は午前８時００分から午後５時００分までとする。 

サービス提供時間は、午前９時００分から午後４時１０分とする。（送迎時間を除く。）ただ 

し、その他の時間等については、利用者及びその家族と相談するものとする。 

 

 （実施地域） 

第６条 通常の事業の実施地域は、四万十町全域とする。   

 

 （事業所の利用定員） 

第７条 １日に通所介護のサービスを提供する定員は、１８名以内とする。 

 

 （事業の提供方法及び内容） 

第８条 総合事業の内容は、次のとおりとする。 

 （１） 日常生活上の援助 

     日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。 

 ア 排泄の介助 

   イ 移動の介助 

   ウ その他、必要な身体の介助 

   エ 養護（休養） 

 （２） 健康状態の確認 

   ア 在宅の健康状態の確認 

   イ 看護師による血圧・脈拍測定 

   ウ 体温測定 

 （３） 選択サービス 

     利用者が日常生活を営むのに必要な、機能の減退を予防するための訓練並びに利用者の心 

   身の活性化を図るための各種サービスを提供する。 

   ア 運動器機能向上サービス 

   イ 口腔機能向上サービス 

   ウ アクティビティサービス 

（４） 送迎サービス 

     介護の程度及び地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、本会の専用車輌 

により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車輌への昇降及び移動の介助を行う。 



 （５） 入浴サービス 

     居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。 

   ① 介助の種類 

     ア 衣類着脱 

     イ 身体の清拭、洗髪、洗身 

     ウ その他必要な介助 

 （６） 食事サービス 

     ア 準備、後始末の介助 

     イ 食事摂取の介助 

     ウ その他必要な食事の介助 

 （７） 相談、助言等に関すること 

     ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

     イ 福祉用具の利用方法の相談、助言 

     ウ 住宅改修に関する情報提供 

     エ その他必要な相談、助言 

 

 （介護予防・日常生活支援総合事業計画の作成等） 

第９条 介護予防・日常生活総合事業の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に総合事業計画を作成する。 

２ 総合事業計画の作成、変更の際には、利用者及びその家族に対し、当該計画の内容を説明し同意 を得

る。 

３ 利用者に対し、総合事業計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、

評価を行う。 

 

 （事業の利用料等） 

第１０条 事業所が提供する総合事業の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。ただし、次に掲げる項目

については、別に利用料金の支払いを受ける。 

 （１） 送迎（交通費） 

     実施地域を超えた場合は、本会旅費規程第４条に規定する額を徴収することができる。 

 （２） 通常の利用時間とされる時間を超え、サービスを提供する場合 

     延長１時間につき ２００円 

 （３） 食費 

     食事１回分につき ６５０円 

 （４） おむつ代 

     実費 

（５） その他、総合事業の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに

かかる費用、利用者が負担することが適当と認められる費用については、実 

費とする｡ 

２ 前各号の費用の支払いを含むサービスを提供する際は、事前に利用者及びその家族に対して必要 

 な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で同意を得る。また、併せて、その契 

 約に同意する旨の文章に署名（記名捺印）を受ける。 

３ 利用者負担金徴収方法 



  利用者負担金は、利用月の月末締めで１か月ごとに計算し、翌月１５日までに請求する。同月末 

 までに、原則として口座引落しとする。ただし、口座引落し以外の徴収方法を希望する場合は、指 

定口座振込み、又は現金支払いとする。  

 

 （秘密保持） 

第１１条 職員は、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。 

２ 事業所は、職員であって者に、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持させるため、 

職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とする。 

 

 （緊急時における対応） 

第１２条 利用者の心身の病状に異変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、又は協力 

医療機関に連絡をとり、適切な措置を構ずるとともに、利用者の家族及び市町村等関係機関に連絡 

し、管理者に報告しなければならない。 

 

 （苦情・ハラスメント処理） 

第１３条 事業のサービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情又はハラスメントに迅速に対応

するため、相談窓口の設置などの必要な措置を講ずる。 

 

（衛生管理） 

第１４条 職員は、事業を提供するにあたり、必要な設備、備品等を清潔に保持し、常に衛生管理に 

留意しなければならない。 

２ 職員は、感染症等に関する知識の習得に努める。 

 

 （虐待防止に関する事項） 

第１５条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

 （１）虐待を防止するための職員に対する研修の実施 

 （２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

 （３）その他虐待防止のために必要な措置 

２ 事業者は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１６条 利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、関係市町村、又は当該利用者に 

かかる地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び関係機関に連絡を行い、管理者に連絡をし、 

必要な措置を講ずる。 

２ 前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。 

  

（損害賠償） 

第１７条 利用者に対する介護サービス提供にあたって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やか 

に損害賠償を行う。 

２ 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

（非常災害対策） 



第１８条 管理者は、非常災害、その他緊急事態の発生に備え、消防機関との協力体制をとり、６か 

月に１回以上の避難訓練を実施するものとする。 

２ 管理者は、災害発生時の非難経路等について職員及び利用者に周知するものとする。 

３ 管理者は、常に防災設備及び災害発生の恐れのある個所の点検のほか、暖房、電気器具等につき 

災害発生防止に万全を期すよう努める。 

４ 管理者は、消火設備等非常災害に必要な設備及び備品を備えるものとする。 

  

（その他運営についての留意事項） 

第１９条 事業所は、介護職員等の資質向上を図るための、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等

の事項に関して研修の機会を随時設け、業務体制を整備する。 

 

（業務継続計画） 

第２０条 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続し

て介護予防・日常生活支援総合事業の提供を受けられるよう、事業継続計画を策定するとともに、その計

画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 

 

 （衛生管理） 

第２１条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対策

指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染症対策の資質向上に努める。 

 

（雑 則） 

第２２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

  この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この規程は、平成２８年４月２７日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

                         （平成２８年４月２７日一部改正） 

 

附 則 

  この規程は、令和元年１１月１日から施行する。（令和元年１０月１７日一部改正） 

 

附 則 

  この規程は、令和３年６月３日から施行する。（令和３年６月３日一部改正） 

 

附 則 

  この規程は、令和５年２月２１日から施行し、令和５年１月１９日から適用する。 

                        （令和５年２月２１日一部改正） 

 

附 則 



  この規程は、令和６年５月９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

                          （令和６年５月９日一部改正） 

 

附 則 

  この規程は、令和７年５月１日から施行する。（令和７年４月１５日一部改正） 

 

附 則 

  この規程は、令和７年１２月１日から施行する。（令和７年１１月２６日一部改正）  

 


